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事業者金融への最大の打撃となったのは金

利引き下げ 

坂野 経済学的な予測がここまで当たるの

かと思うくらい、改正前にいわれていたこと

の多くが現実となってきている。片岡氏から

は、特に地方の資金需要者をめぐる金融過疎

化の状況をご紹介いただいたが、これは法改

正による金利の引き下げがもたらしたものと

いう理解でよいか。 
片岡 上限金利の引き下げが地方支店の採

算を悪化させ、撤退せざるを得なくなった。

改正貸金業法との関係では、倒産の蓋然性な

ど勘案すべき点が細かく求められており、結

果的に融資をしないほうがコンプライアンス

になるという面があり、法を厳格に解釈する

ほど融資できなくなる。地方では需要の増大
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は期待できないので、やはり単純に金利引き

下げの影響が一番大きい。 
石川 上限金利の引き下げを背景に、各社ど

のような理由で与信を引き締め、貸出がどう

影響を受けているかが体系的にわかる統計が

ない。それがあれば議論もしやすくなるはず

だが、途中で世界的な金融危機が重なってし

まったのも不幸なことだった。以前、サブプ

ライム問題が起きる以前から日本の中小･零

細企業の資金繰りは悪かったと書いたことが

あるが、世界の動きとの連動があるのかない

のかという点もきちんと論証していく必要が

あるだろう。 
片岡 バブル崩壊以降、地方の経済はかなり

疲弊している。日銀の公表する統計は、我々

の顧客層を調査対象とはしていないので真の

実態は出てこない。長らく右肩下がりであっ

たところに法改正があり、地方支店の採算が

取れないことが明確になってきた。事業者金

融では、不動産担保融資と証券担保融資には

サブプライム問題の影響が顕著に現れている

が、保証人貸付と無担保貸付にはあまり影響

がない。むしろこちらには法改正の影響が大

きいのだと思う。 
坂野 総量規制は、事業者金融にどのような

影響をもたらすと考えられるか。 
片岡 もはや事業者金融会社では、単価200
万円程度の資金需要には不採算で応えられな

くなっている。個人で消費者金融会社から借

りている人がこちらの業態に移ってこられて

も融資の対象外。なんとか消費者金融やクレ

ジットカード会社のほうで、それに対応する

システムを作っていただくしかない。いま月

100件くらいのお申し込みをいただくが、2割
くらいはそもそも融資対象外の方々だ。 

石川 総量規制はもともと消費者のための

措置なので、これが事業者金融にも影響を及

ぼしているならそれは副作用であり、何らか

の工夫が必要。あらゆる当事者が連携し、み

んなで方策を考えていくしかない。 
坂野 個人事業主が消費者金融会社から事

業性資金を借りる場合も、総量規制の根拠は

年商ではなく年収となるのか。 
片岡 事業を証明する書類を提出してもら

い審査をすることで、事業性資金として区分

できればよいわけだが、個人事業主の場合は

年収と年商がイコールという場合もある。ま

た法人であっても、バランスシートにノンバ

ンクからの借入を乗せたくないという理由で、

代表者個人として資金調達をすることが非常

に多い。こうした人々を救う手だてが事業者

金融側にはまったくない。消費者金融会社も、

個人に貸しても法人相手には貸せない。資金

需要者にとってはもはや法律自体が実務的に

は複雑すぎて理解できないのではないか。 
坂野 過払金返還請求についてはいかがだ

ろう。健全にやっておられても、このまま続

いていくと経営の存続がかなり厳しくなると

思われるが。 
片岡 当社の自己資本比率は78%を超えるが

契約形態が都度の貸付契約なので時効の中断

はあるとはいえ、単純にさかのぼっても軽く

債務超過になる。しかも先ほど示したように、

完済者からの返還請求がかなり多く、これら

はいつどこから出てくるかわからない。ちな

みにいま積んでいる引当金は、このペースで

いくとあと2年ほどで底をつく。 
 
中小･零細企業にとって制度金融の敷居は

高い 

坂野 中小･零細企業における事業者金融会

社からの資金調達環境が厳しくなっている中

で、制度金融があれば大丈夫という見方もあ

るが、石川さんのお考えを改めてお聞きした

い。 
石川 先にも述べたが、制度金融の財源のほ

とんどは税金だ。それを低利で、すなわち民

間金融業者のようなリスクヘッジをせずに貸
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し付けるということに納税者が納得するかと

いう問題がある。現実には、消費者金融や事

業者金融の利用者の中には、真に制度金融に

よって救済すべき人はいる。そこはきめ細か

さやめりはり
．．．．

の問題だ。しかし、上限金利が

下がったことで結果的に民間業者から借りら

れなくなった人たちを、全部“税金マーケッ

ト”に持って行くという話ではないだろう。

ある意味で、カードローンは民間金融会社が

行う制度金融であり安全網だ。それでもなお

拾えない人を救済するのが制度金融で、やは

りこの両方が必要となる。 
坂野 制度金融で救済すべきは経済的弱者

ということになると思うが、いま制度金融を

利用している人々は本当に経済的弱者なのだ

ろうか。中小企業といっても、その規模には

かなりの格差があり、制度金融が個人事業主

たちに利用されているようには思えないが。 
片岡 制度金融といっても、実際の窓口は銀

行や商工会議所などであり、利用者にとって

の敷居が低くなるわけではまったくない。い

ままで取引のあった人々が紹介されて利用す

ることがほとんどで、いきなり新規で申し込

む人はまずいない。先ほど、帝国データバン

クの調べで従業員10人未満の企業倒産が1万
1,000件という数字を紹介したが、これはあく

まで法的整理をする価値のある企業倒産のみ

の統計で、その価値のない倒産というものが

もっとたくさんある。そうした人たちがノン

バンクから断られたからといって制度融資を

利用できるとは考えられない。当社でも、償

却処理を行う中で自己破産や民事再生をする

のは1割程度。あとは自然消滅するケースが

大半だ。こういう人々が制度金融に向かえる

ほどその敷居は低くない。 
坂野 たとえ借りられても、かなり高い確率

で焦げ付くのではないかというご指摘もあっ

たが。 
片岡 政治家からは期間の延長という話も

出ているが、延長したから債務が減ったり

B/Lが好転したりするわけではない。制度金

融を利用したお客様が何年かして再び当社に

来られても、もうバランスシートが毀損して

おり、結局融資はできなかったという例は多

い。金利が安いというメリットはあるが、だ

からといってあまり長く借りると贅肉がつき、

体質が悪化する。グラミン銀行ではないが、

ある程度金利が高いほうが早くオフバランス

しようと普通の経営者なら考える。 
 
規制が強まるほど事業者金融と銀行の顧客

は近似していく 

坂野 規制強化の結果として、顧客プロフィ

ールが銀行に近づいてきたというご指摘があ

ったが、そうなると、ノンバンク本来の機能

が果たせなくなってはしまわないか。 
片岡 いまの法律の建て付けでいくと、ノン

バンクより銀行のほうがむしろフットワーク

がよくなっている。我々は規制が強化される

と、フットワークはますます落ちていく。い

まや銀行との違いは、単にタームの長さだけ

だ。我々はタームが短く、マーケットリスク

を取らない。銀行は担保もあり、手間をかけ

ずに運転資金を長期的に融資する。金利は年

利換算すれば我々のほうが高いが、実質的な

利息負担は銀行とそれほど変わらない。 
坂野 民間金融機関におけるバンクとノン

バンクの棲み分けについて、石川さんはどう

お考えになるか。 
石川 利息制限法の利息水準だけをみると、

外形標準的には、リスクの取り方は銀行もノ

ンバンクも同じになってしまった。しかしそ

れが本当にショートタームのファイナンスに

おいてよいことなのかどうか、これから色々

議論が出てくるのではないだろうか。よく、

上限金利を引き上げるという話をすると、貸

金市場を再び勃興させるつもりかと言われる

が、そういう話ではない。利息制限法の金利 
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を上げるということは、銀行など金融機関の

リスクを広げることに他ならない。今までは

43条によって分けられていたが、今後は利息

制限法の上限金利を動かすことは、銀行もノ

ンバンクも関係なく、日本の金融商品全体の

リスクの外形標準を定めることになるわけで、

利息制限法の利息を上げたところで、それが

すぐに貸金業者の復活につながるわけではな

い。 
坂野 いまのままでは、個人事業主などはど

こからも借りられない状況が続くと思われる

が、どのような方策や可能性が考えられるだ

ろう。手形割引などはどうか。 
片岡 手形は絶対的な流通量が減っている

うえ、電子記録債権法が施行されたが、電子

化したからといって中小企業の与信が上がる

わけでもない。銀行も手形割引システムを作

っているが、彼らがそうした手形を扱うこと

はまずあり得ず、そこに我々が参画できると

いう保証もない。他の方法といってもなかな

か思いつかないが、統計などをみると「親族

から借りる」という人がかなり多い。安易に

親族や友人から借金を繰り返したり、返済が

滞ったりするとやがてその中から孤立してし

まい、自殺などにも結びつきかねない。その

意味で、たとえ無利息であっても親族からの

借入は非常に危うい面がある。その点、事業

者からの借入れは極論、踏み倒しても構わな

いのだし、自己破産や民事再生という法的解

決のメニューもたくさんある。 
石川 中小企業庁のベンチャー融資のよう

なものもあるが、運用は大変。“起業”のため

の資金ニーズにノンバンクが貸すのも難しい

ところがあるだろう。継続事業の一時的な資

金ニーズについても、いままでノンバンクが

まかなってきた部分は縮小を余儀なくされる。

経済全体にとっても幸せなことではない。 
 
 

事業者金融と消費者金融を区分して議論す

ることの難しさ 

坂野 新潟におられて、片岡さんは地域格差

の拡大のようなものをどう感じておられるか。 
片岡 やはり窓口そのものが減っている。新

潟にのみ関していえば、大規模災害が続いた

ことで激甚災害対策予算が付いたり、その他

の制度資金も不特定多数に付けられるため、

多くの事業者がこれで一息ついたり債務の肩

代わりなどもできたと思う。しかし他の地域

では経済自体が縮小しており、統計をみると

秋田県など東北地方では事業所数の減少が加

速しているようだ。 
石川 地方経済はすでに90年代から疲弊し

はじめている。小泉政権が格差を広げたとい

う論調もあるが、実際にはそれ以前から格差

は始まっている。 
坂野 事業者金融が非常に厳しくなってい

るなかで、消費者金融とは分けて考えるべき

ではないかという議論もあるようだ。 
片岡 そうなれば一番有り難いが、実際には

お金に色を付けることはできない。変な区分

けができると、必ず潜脱行為を行う人が出て

くるので、本来ルールはシンプルなほうがい

い。ノンバンクを事業者向けと消費者向けと

で分けると非常に複雑化してしまうので、監

督官庁としては分けて議論はするにしても法

律は1本でということではないだろうか。 
坂野 実務的にどのような点が複雑になる

のか。 
片岡 今回は、個人事業主向けの資金は例外

規定に入っているが、事業性資金とは言って

いない。すなわち個人事業主の場合、事業性

か消費性かの色分けをしなくていいというよ

り、色分けすることができないという見方を

しているのだろう。まずそこが難しい点だ。

また規制法である以上、法人の代表者であれ

ば事業制資金ならフリーにしていいというわ

けにはいかないが、逆にそこに何らかのルー
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ルを作ってしまうと、需要者に理解できない

ものになりかねない。現実には、事業性資金

として使ったと公的に証明できない限り、分

けていくことは難しいだろう。 
石川 事業性資金と消費性資金を分けるこ

とはたしかに難しいが、貸金業法の総量規制

ではおおまかに両者を分けている。消費者庁

設置基本法案にも、事業性資金は除くという

主旨のことが書かれており、すでに制度化が

行われている。制度はいったん作るとどうし

ても複雑なものとなる。現実問題として、そ

の中でシンプルにすべく運用していくしかな

い。 
 
見直しに際しては多重債務の定義や破産制

度の活用に関する議論を 

坂野 これから見直し議論が始まっていく

が、具体的にどこがどう見直される必要があ

るとお考えになるか。 
片岡 できれば、監督指針における色分けを

もう少しきちんと作ってもらいたい。たとえ

ば、後から司法判断によって行政指導の不作

為を指摘されることが結構ある。たとえば倒

産の蓋然性などがそうだが、銀行や制度融資

が貸さない人への融資を“蓋然性が低い”と

言い切ることはできない。そこでデフォルト

が生じ、司法の場に話が移り、行政指導の不

作為といわれると、業者はこわくて何もでき

ない。どんな事業者にも倒産のリスクはつき

ものだ。 
石川 議論は当然、上限金利や総量規制につ

いての話になると思うが、私はそれとは別に

“多重債務”の設定を見直す必要を感じてい

る。貸金業法66条において、多重債務者とは

多くの業者から借りている人と定義されてい

るが、“多重”といってもその中味は多様だ。

重要なのは借金で苦しんでいる人をいかに救

うかということで、件数ではない。また多重

債務を貸金業だけのせいにしているのも問題

だ。貸金業だけを規制しても借金苦の問題は

解決しない。低利の自動車ローンだけで破綻

する人もいる。これらの点は再度議論されて

いいと思われる。統計上、債務者の借入件数

が減ったとしても喜ばしいことではない。む

しろ景気との連動などの観点から問題をとら

え、政府としてどのような対策が打てるかと

いう観点から見つめ直すほうが建設的であり、

社会の関心も高まるはずだ。 
片岡 多重債務の問題については、あれだけ

破産制度を使いやすく整備しているのに、い

まだに破産制度が懲罰的イメージであるのは

問題だ。こうしたものを更正･再生への前向き

な手段ととらえれば相談窓口のツールのひと

つとなる。 
坂野 悪質業者の排除という点では、法改正

は役立ったという意見もあるようだが。 
片岡 そのための法律だとしても、法律が厳

しくなれば、法を遵守する事業者が厳しくな

るだけで、法を守るつもりのない人には関係

がない。登録業者数が減っているため、行政

も実態を把握しにくくなっている。検挙数は

増えているがヤミ金自体が減っているかどう

かも確定的にはわからないはずだ。 
石川 確かに警察もヤミ金が増えているか

どうかは具体的にわからないようだが、各地

の消費生活センターでは、ヤミ金関係の相談

が増えていると公表している。やはり法改正

には、ヤミ金を増やす蓋然性はあったと考え

る。ホワイトマーケットをブラックにしてし

まったわけだから。 
もっと事実の検証が必要だった法改正 

会場からの質問 片岡氏から事業者金融は

リスクをとらないという解説があったが、金

利規制が緩やかであればもう少しリスクは取

れるという意味なのか、事業者金融が基本的

に銀行のようにリスクを取らないビジネスモ

デルだということなのかご説明いただきたい。

また、事業者金融というものは、ずっと長く

パネルディスカッション



 

12 | 

借りているものなのか（前回シンポジウムで

木村剛氏がそのように指摘）、それとも必要な

ときに短期的に利用する性質のものなのかに

ついても解説をお願いしたい。 

片岡 金利が高くなればそれだけリスクを

取る幅が広がるというのは“大数の法則”の

世界での話だ。我々のように分母の小さい事

業にそれは当てはまらず、基本的にリスクは

取らず、そのお客様に貸せるかどうかという

判断に加え、いかに債権の保全を図るかを

個々に考えていく。基本的に銀行と考え方は

同じだ。もうひとつのご質問である“経常運

転資金”目的で利用されるお客様も多い。し

かしよく政治家などに「30%もの粗利がとれ

るビジネスなど他にない」と言われるが、そ

れは相手の年間売上高と借入金が同じである

場合に成立する話だ。売り上げ1000万円の会

社には200万円しかお貸ししないから、29.2%
の金利をいただいてもコストに見合う。そこ

を勘違いされやすい。我々はあくまで、いた

だいた利息を年利換算して表示しているに過

ぎず、そこにも大きな誤解がある。年利29.2%
の1年払いより、1年間フィックスした18%の

ほうがいただく金利の額は大きい。 
坂野 最後に一言ずつ頂戴したい。 
片岡 絶滅危惧種の事業者金融だが、消えて

いくかもしれない身として、この法律を作る

際に、どれだけ事実が検証されたのかという

疑問がある。データをみても、多重債務問題

がどれだけ深刻化していたのか私にはよくわ

からない。あるときに情報センターのデータ

をもって、5件以上を多重債務とすることに

なったが、我々からみれば借入先を分散して

いるお客様はたくさんいる。それほど事業者

金融のことは理解されていない。今日日お話

ししたような、金利と金額で商品が構成され

るといった特性についてヒアリングされたこ

とはない。消費者金融だけをみてルールを作

り、事業者金融は後付けされたところがある。

当初の総務企画局での懇談会において、もっ

とあらゆる業態からの話を聞く機会をいれて

いただきたかったと思う。 
石川 いまのご指摘にも通じるが、今後の見

直し議論においては、借り手側の意見も取り

入れられるべきだと思う。前回は、現実に借

金をした経験のある借り手が議論の場に入っ

ていなかった。しかしすべてのステークホル

ダーが入ることで、さらに有益な議論になる

ものと考える。            ■ 
 
さかのともあき／早稲田大学消費者金融サービス研

究所所長、早稲田大学商学学術院教授 

パーソナルファイナンス学会常任理事、国際ビジネ

ス研究学会常任理事。1977 年早稲田大学商学部卒業。

1982 年早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程修

了。専門は経営戦略。訳書に『個人情報の管理と倫

理』（敬文堂）、『21 世紀の消費者信用市場』（東洋経

済新報社）、『消費者信用市場の経済学』（東洋経済新

報 社 ） 他 。 Journal of Marketing, Journal of 
International Business Studies, Organization 
Science, Journal of Applied Psychology, Journal of 
Business Ethics など、海外の主要学術雑誌に多数の

論文を発表。 
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